
特別徴収の方法による場合の納税のしくみ
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①給与支払報告書の提出(１月３１日まで）

市
町
村

②
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算

③特別徴収税額の通知（５月３１日まで）

⑤税額の納入（翌月１０日まで）

④給与の支払の際税額を徴収
　６月から翌年の５月まで毎月の給料支払日

納税者（給与所得者）


	特徴の方法

